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(57)【要約】
【課題】通気及び水抜き機能を有し、製造が容易な目隠
し蓋及びその製造方法を提供する。
【解決手段】長手方向の端面５７が開口する中空部材４
０の端面５７を覆う目隠し蓋１０であって、木粉とプラ
スチックの複合材からなり、端面５７に接する裏面２４
の一方の長辺側周縁部（下端部）が表面２１側にセット
バックした段差部２８とされ、中空部材４０の端面５７
が覆われた際、段差部２８を介して中空部材４０の中空
部４３が外気と連通する。目隠し蓋１０は、木粉とプラ
スチックを加熱混合した材料を用いて射出成形により形
成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
長手方向の端面が開口する中空部材の該端面を覆う目隠し蓋であって、
木粉とプラスチックの複合材からなり、前記端面に接する裏面の周縁部の一部が表面側に
セットバックした段差部とされ、前記中空部材の端面が覆われた際、前記段差部を介して
該中空部材の中空部が外気と連通することを特徴とする目隠し蓋。
【請求項２】
長手方向の端面が開口する中空部材の該端面を覆う目隠し蓋であって、
木粉とプラスチックの複合材からなり、前記端面に接する裏面に周縁部まで延びる溝が形
成され、前記中空部材の端面が覆われた際、前記溝を介して該中空部材の中空部が外気と
連通することを特徴とする目隠し蓋。
【請求項３】
請求項１又は２記載の目隠し蓋において、前記中空部材の中空部に挿入される突起部が前
記裏面に形成されていることを特徴とする目隠し蓋。
【請求項４】
請求項１～３のいずれか１項に記載の目隠し蓋において、接着剤が充填される凹部が前記
裏面に形成されていることを特徴とする目隠し蓋。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか１項に記載の目隠し蓋の製造方法であって、木粉とプラスチック
を加熱混合した材料を用いて、射出成形により前記目隠し蓋を形成することを特徴とする
目隠し蓋の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、長手方向の端面が開口する中空部材の該端面を覆う目隠し蓋及びその製造方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
建築現場や工場などから排出される木材及びプラスチックを粉砕して加熱混合した材料を
押出成形にて成形した中空部材が屋外デッキやルーバー等の建設部材として使用されてい
る（特許文献１参照）。この中空部材は、プラスチックが木粉の間を埋め、表面を保護す
る構造となっているため、耐水性が高く、細菌による腐食やシロアリによる食害を受けに
くい性質を有している。また、廃材を利用するため、資源保護の観点からも地球環境に配
慮した製品である。
【０００３】
上記中空部材は、木材とプラスチックの複合材であることから、開発時点では、吸水によ
る膨張は無いと考えられていた。しかし、通気性が悪かったり、水はけが悪い環境下では
、数ヶ月から数年に亘る毛細管現象により、中空部内に水が浸透して中空部材が膨張する
ことがわかっている。そのため、中空部材の施工に当たっては、連設される中空部材間に
５ｍｍ以上のクリアランスを設けるようにしている。
【０００４】
一方、上記中空部材が使用される建造物では、見栄えを良くするため、中空部材の端面を
目隠し板で塞いで中空部が見えないようにすることがある。このようなケースでは、中空
部材の側面や底面に、水抜き及び通気用の孔を後加工により設けている。しかし、見た目
が悪いうえ、後加工時のバリ等が中空部内に残留し、穿孔した孔から水が抜ける際に目詰
まりするおそれがある。
そこで、特許文献２では、中空部と連通するスリットを底面に形成した中空部材の発明が
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】
【特許文献１】特開２００３－２０１７６０号公報
【特許文献２】特開２００９－１０２９２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、特許文献２記載の発明の場合、中空部材を押出成形にて形成した後、当該
中空部材に対して、中空部と連通するスリットを形成しなければならず、作業が二度手間
となり、製作に手間が掛かるという問題があった。
【０００７】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので、通気及び水抜き機能を有し、製造が容易な
目隠し蓋及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
［目隠し蓋］
上記目的を達成するため、第１の発明は、長手方向の端面が開口する中空部材の該端面を
覆う目隠し蓋であって、木粉とプラスチックの複合材からなり、前記端面に接する裏面の
周縁部の一部が表面側にセットバックした段差部とされ、前記中空部材の端面が覆われた
際、前記段差部を介して該中空部材の中空部が外気と連通することを特徴としている。
【０００９】
また、第２の発明は、長手方向の端面が開口する中空部材の該端面を覆う目隠し蓋であっ
て、木粉とプラスチックの複合材からなり、前記端面に接する裏面に周縁部まで延びる溝
が形成され、前記中空部材の端面が覆われた際、前記溝を介して該中空部材の中空部が外
気と連通することを特徴としている。
【００１０】
第１及び第２の発明は、中空部材の端面を目隠し蓋で覆った（目隠しした）際、中空部材
の中空部が密閉空間とならないように、中空部と外気とをつなぐ段差部もしくは溝を、目
隠し蓋の裏面に設けるものである。段差部もしくは溝を介して中空部の通気が行われると
共に、中空部内に溜まった水は段差部もしくは溝から外部に排出される。
【００１１】
また、第１及び第２の発明に係る目隠し蓋では、前記中空部材の中空部に挿入される突起
部が前記裏面に形成されていてもよい。
当該構成では、中空部に挿入される突起部を目隠し蓋の裏面に設けることにより、目隠し
蓋と中空部材との接合性を高めることができる。
【００１２】
また、第１及び第２の発明に係る目隠し蓋では、接着剤が充填される凹部が前記裏面に形
成されていてもよい。
当該構成では、接着剤が充填される凹部を目隠し蓋の裏面に設けているので、目隠し蓋を
中空部材に貼着した際に、接着剤が中空部材又は目隠し蓋の表面に溢れ出ることがない。
【００１３】
［目隠し蓋の製造方法］
第３の発明は、第１及び第２の発明に係る目隠し蓋の製造方法であって、木粉とプラスチ
ックを加熱混合した材料を用いて、射出成形により前記目隠し蓋を形成することを特徴と
している。
【発明の効果】
【００１４】
本発明では、中空部材の端面を目隠し蓋で覆った際、中空部材の中空部と外気とをつなぐ
段差部もしくは溝を目隠し蓋の裏面に設けているので、中空部が密閉空間とならず、中空
部の通気及び水抜きが可能となる。
また、段差部もしくは溝を有する目隠し蓋は、木粉とプラスチックを加熱混合した材料を
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用いて射出成形により一体成形するので、製作に手間が掛からず製造も容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（Ａ）は本発明の第１の実施の形態に係る目隠し蓋の裏面図、（Ｂ）は同目隠し
蓋の側面図、（Ｃ）はＡ－Ａ矢視断面図である。
【図２】同目隠し蓋及び当該目隠し蓋が使用される中空部材の斜視図であり、（Ａ）は中
空部材の端面を目隠し蓋で覆う前、（Ｂ）は覆った後の状態をそれぞれ示している。
【図３】同目隠し蓋の変形例及び当該目隠し蓋が使用される中空部材の斜視図である。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る目隠し蓋の斜視図である。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係る目隠し蓋及び当該目隠し蓋が使用される中空部
材の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
続いて、添付した図面を参照しつつ、本発明を具体化した実施の形態に付き説明し、本発
明の理解に供する。なお、以下の説明では、目隠し蓋（板状体）の表裏に関して、中空部
材の端面に接する面を「裏面」、その反対側の面を「表面」と呼ぶ。
【００１７】
［第１の実施の形態］
本発明の第１の実施の形態に係る目隠し蓋１０を図１（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）及び図２（
Ａ）、（Ｂ）に、目隠し蓋１０が使用される中空部材４０を図２（Ａ）、（Ｂ）に示す。
目隠し蓋１０は、木粉とプラスチックの複合材を射出成形により成形したものであって、
中空部材４０の長手方向の開口する端面５７を覆う（目隠しする）矩形状の板状体１４と
、板状体１４の裏面２４から突出し、中空部材４０の中空部４３に挿入される複数の突起
部１８とを備えている。
【００１８】
一方、矩形状の断面を有する中空部材４０は、木粉とプラスチックの複合材を押出成形に
て成形したものでもよいし、あるいは木材を加工したものでもよい。図２（Ａ）に示すよ
うに、中空部材４０の中空部４３には、長手方向に延在する複数の仕切り壁４６が設けら
れている。
【００１９】
板状体１４の裏面２４の一方の長辺側周縁部（下端部）は、表面２１側にセットバックし
た段差部２８とされている。即ち、図１（Ｂ）に示すように、板状体１４を側面視した際
、階段状の裏面２４とされている。中空部材４０の端面５７を目隠し蓋１０で覆った際、
中空部４３が密閉空間とならないように、段差部２８は中空部４３と外気とをつなぐ機能
を有している。段差部２８は中空部材４０の端面５７と接触せず、中空部４３と連通する
間隙３３を形成する（図２（Ｂ）参照）。
【００２０】
他方の長辺側周縁部３１ａ（上端部）及び一対の短辺側周縁部３１ｂ（下端部を除く。）
には、各辺に沿って延びる凹部３２が設けられている。凹部３２には、目隠し蓋１０を中
空部材４０の端面５７に貼着する際に使用される接着剤が充填される。
一方、板状体１４の表面２１はフラットになっている。
【００２１】
また、各突起部１８は板状とされ、各突起部１８の面が向かい合うように並設されている
。なお、各突起部１８の先端部は、中空部４３に挿入しやすいように、両角部が面取りさ
れている（図１（Ｂ）、（Ｃ）参照）。
【００２２】
［製造方法］
続いて、目隠し蓋１０の製造方法について説明する。
木粉は、住宅解体時に出る廃材、パレットに使われていた木材及び間伐材などを粉砕した
ものである。一方、プラスチックは、工場廃棄物のトレーや自動車のバンパー、農業用ビ
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ニールなどをフレーク状に砕いたものである。プラスチックの材質としては、例えば、塩
化ビニル樹脂、発泡塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ＡＢＳ樹
脂、ポリカーボネイト樹脂、ポリスチレン樹脂等の熱可塑性樹脂が用いられるが、中でも
塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂が好適である。
【００２３】
住宅解体時等に出る廃材は、受入検査を経た後、金属や小石などの異物が除去され、段階
的な粉砕が行われる。そして、最終的に篩い機で粒度を揃えた粒径数百ミクロン程度の木
粉とされ、配合工程へ送られる。また、プラスチック工場から出る廃プラスチックは、受
入検査後、粉砕機により粒径１０ｍｍ程度に粉砕され、配合工程へ送られる。配合工程で
は、木粉、廃プラスチック、及び添加剤を所定の比率にて加熱混合し、中間原料（ペレッ
ト）を作製する。
【００２４】
目隠し蓋１０は、後述するように、射出成形によって製造される。射出成形は、加熱溶融
した材料を金型内に射出注入し、冷却固化させることによって成形品を得る成型方法であ
り、複雑な形状の製品を大量生産するのに適している。
ペレットはホッパー（図示省略）からシリンダ（図示省略）内に投入され、シリンダ内で
加熱溶融された後、シリンダ先端のノズルから金型（図示省略）内に射出される。金型は
雄型と雌型から構成されており、加熱溶融された成形材料は、雄型と雌型の間に設けられ
た窪みに流し込まれ、圧力が加えられる。そして、金型内で冷却固化された後、成型品と
して金型から取り出される。
【００２５】
［施工方法］
次に、目隠し蓋１０の施工方法について説明する。
（１）目隠し蓋１０の裏面２４及び中空部材４０の端面５７をウエス等で拭いて接着面に
付着している異物を除去する。
（２）板状体１４の裏面２４に接着剤を塗布する。塗布する箇所は、凹部３２及び中空部
材４０の仕切り壁４６が当接する箇所である。接着剤としては、変性アクリル樹脂接着剤
（例えば、住友スリーエム（株）製　Ｓｃｏｔｃｈ－Ｗｅｌｄ）などを使用することがで
きる。
【００２６】
（３）接着剤塗布後１０分以内（雰囲気温度２５℃の場合）に、目隠し蓋１０を中空部材
４０の端面５７に貼着する。その際、目隠し蓋１０の各突起部１８は、仕切り壁４６と仕
切り壁４６の間の中空部４３に挿入される（図２（Ａ）参照）。
（４）目隠し蓋１０を貼り付けた後、接着剤が硬化するまで粘着テープ等で目隠し蓋１０
が動かないように仮止めする。目隠し蓋１０貼着後４時間以上経過した時点で、粘着テー
プを除去する。
【００２７】
［変形例］
図３は、変形例に係る目隠し蓋１１及び目隠し蓋１１が使用される中空部材４１を示して
いる。目隠し蓋１１は、中空部材４１の端面５８を覆う板状体１５の裏面２５に形成され
た突起部１９の形状が、前述した目隠し蓋１０の突起部１８と異なっている。
【００２８】
一方、矩形状断面とされた中空部材４１は、断面「日」の字状とされた金属製の内筒部５
０と、木粉とプラスチックの複合材からなり、内筒部５０を外装する外筒部５２から構成
されている。
【００２９】
板状体１５の裏面２５に形成された一対の突起部１９はそれぞれ矩形台状とされ、中空部
材４１の中空部４４に設けられた仕切り壁４７が挿入される間隙３４が突起部１９間に設
けられている。
また、板状体１５の裏面２５の一方の長辺側周縁部（下端部）は、表面側にセットバック
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した段差部２９とされている。
【００３０】
目隠し蓋１１を中空部材４１の端面５８に貼着する際は、板状体１５の裏面２５の周縁部
（段差部２９を除く。）、及び突起部１９間に設けられた間隙３４にそれぞれ接着剤を塗
布する。
なお、目隠し蓋１０と同様、板状体１５の裏面２５の周縁部（段差部２９を除く。）に、
接着剤が充填される凹部を設けても良い。
【００３１】
［第２の実施の形態］
本発明の第２の実施の形態に係る目隠し蓋１２を図４に示す。目隠し蓋１２は、目隠し蓋
１０、１１の段差部２８、２９に替えて、十字状の溝５４が板状体１６の裏面２６に形成
されている。
【００３２】
木粉とプラスチックの複合材から形成された目隠し蓋１２は、円筒状の中空部材（図示省
略）の端面を覆う円盤状の板状体１６と、板状体１６の裏面２６から突出する円形台状の
突起部２０とを備えている。
板状体１６の裏面２６には、板状体１６の中心部を通り板状体１６の裏面２６を縦断する
縦溝５４ａ及び裏面２６を横断する横溝５４ｂからなる溝５４が形成され、中空部材の端
面が覆われた際、周縁部まで延びる溝５４を介して該中空部材の中空部が外気と連通する
。
なお、目隠し蓋１０と同様、板状体１６の裏面２６の周縁部（溝５４を除く。）に、接着
剤が充填される凹部を設けても良い。
【００３３】
［第３の実施の形態］
本発明の第３の実施の形態に係る目隠し蓋１３及び目隠し蓋１３が使用される中空部材４
２を図５に示す。目隠し蓋１３は、前述した目隠し蓋１０、１１、１２と異なり、ネジ（
図示省略）で中空部材４２の端面５９に接合される。
【００３４】
目隠し蓋１３は、木粉とプラスチックの複合材からなる矩形状の板状体１７から概略構成
され、板状体１７の裏面２７の一方の長辺側周縁部（下端部）は、表面側にセットバック
した段差部３０とされている。
また、板状体１７の周縁部（段差部３０を除く。）には、ネジ孔５５が形成されている。
【００３５】
一方、矩形状断面とされた中空部材４２は、目隠し蓋１３のネジ孔５５に対応する位置に
ネジ孔５６が形成された金属製の内筒部５１と、木粉とプラスチックの複合材からなり、
内筒部５１を外装する外筒部５３から構成されている。
【００３６】
目隠し蓋１３を中空部材４２の端面５９に接合する際は、板状体１７の裏面２７を中空部
材４２の端面５９に当接し、ネジ孔５５、５６にネジを螺挿する。
【００３７】
以上、本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明は何ら上記した実施の形態に
記載の構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載されている事項の範囲内で
考えられるその他の実施の形態や変形例も含むものである。例えば、上記実施の形態では
、板状体の形状を矩形又は円形としているが、中空部材の端面形状に応じて如何なる形状
でも良いことは言うまでもない。また、上記実施の形態では、板状体の裏面に形成される
溝を十字状としたが、これに限定されるものではなく、通気及び／又は水抜きが可能な溝
が板状体の裏面に形成されていれば良い。
【符号の説明】
【００３８】
１０、１１、１２、１３：目隠し蓋、１４、１５、１６、１７：板状体、１８、１９、２
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０：突起部、２１：表面、２４、２５、２６、２７：裏面、２８、２９、３０：段差部、
３１ａ、３１ｂ：周縁部、３２：凹部、３３、３４：間隙、４０、４１、４２：中空部材
、４３、４４：中空部、４６、４７：仕切り壁、５０、５１：内筒部、５２、５３：外筒
部、５４：溝、５４ａ：縦溝、５４ｂ：横溝、５５、５６：ネジ孔、５７、５８、５９：
端面

【図１】 【図２】
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